
事前合意プロトコル：調剤上典型的な変更を伴う疑義照会を事前に合意書をかわす事で簡略化し変更可能とする
※変更内容は、「処方内容等照会用紙」でFAXで報告を行う

R3.12　一部修正

院外処方疑義照会フロー

フロー

なし 

あり 

あり 

なし 

その他 

麻薬・新規処方・マスターなし 

疑義照会必要 

事前合意プロトコル締結 

事前合意プロトコルの該

当薬 
  疑義について処方医へ電話で問い合わせ 

 プロトコル内容に沿って処方変更 

保険薬局からFAXされた「処方

内容等照会用紙」を確認 

処方修正 

医師がオーダー修正 

    修正された処方内容でデータ処理 

日赤薬剤部 FAX用紙を保管 

保険薬局 

薬剤師 

 診療支援事務（MC) 

医師 

医事課 

保険薬局より「処方内容等照会用紙」FAX

送信 

医師  電話による疑義照会の内容に回答 

保険薬局 

薬剤師 


